
 

センター必須判定申立書 

２００×年 ×月××日 

日本知的財産仲裁センター 御中 

 

必須判定申立人 

 

住所（居所）   

  氏名（名称）   

  （代表者）                      印 

 

  連絡担当者 住所（居所）   

   部署    

   氏名    

   電話番号   

   ファックス番号   

   電子メールアドレス  

 

 

１．本件申立ての対象たる特許（以下「本件特許」という。）及び請求項： 

 

  本件特許の概要 

 

発明の名称： デジタル送信装置 

特許番号 第□□□□□□□号  登録日 平成○○年○○月○○日 

出願番号 特願平○○－○○○○○○ 出願日 平成○○年○○月○○日 

優先権主張番号 第□□□□□□□号  優先日 ○○年○○月○○日 

優先権主張国 ○○○○○ 

公開番号 特開平○○－○○○○○○ 公開日 平成○○年○○月○○日 

 

   請求項： 請求項１ 

本件特許の請求項１は、本件必須判定申立書添付の特許公報に記載の通りである。 

 

本件特許発明の請求項１に係る発明は、ＭＰＥＧ２システムに準拠して映像、音声、および各種

デジタルデータを多重化して生成されたパケットに誤り訂正符号を付加した上で複数パケットをま

とめてフレームを構成し、１フレームの中でダイナミックに伝送方式を切り替えて伝送する場合の

デジタル送信装置に係る発明であり、畳み込み符号化を行う際にパンクチャリングの開始点を各

スロットの先頭と一致させることにより、受信機側でデパンクチャリング位相を検出することを不要

にした発明である。 
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２． 本件申立てに係る対象技術標準規格及びその対象部分（以下「本件規格対象部分」とい

う。）： 

 

本件規格対象部分Ａ 

対象技術標準規格 ARIB STD-B20 衛星デジタル放送の伝送方式 

（平成 13 年 5 月 31 日改定 3.0 版） ：  

第２章 2.2 節 

 

本件規格対象部分Ｂ 

対象技術標準規格 ARIB STD-B20 衛星デジタル放送の伝送方式 

（平成 13 年 5 月 31 日改定 3.0 版） ：  

第２章 2.6 節（別記 3、別表第 21 号を含む） 

 

本件規格対象部分Ｃ 

対象技術標準規格 ARIB STD-B20 衛星デジタル放送の伝送方式 

（平成 13 年 5 月 31 日改定 3.0 版） ：  

付属 衛星デジタル放送の運用ガイドライン 

第３章 3.1 節 

 

本件規格対象部分Ｄ 

対象技術標準規格 ARIB STD-B20 衛星デジタル放送の伝送方式 

（平成 13 年 5 月 31 日改定 3.0 版） ：  

付属 衛星デジタル放送の運用ガイドライン 

第３章 3.3 節 

 

本件規格対象部分Ｅ 

 対象技術標準規格 ARIB STD-B32 デジタル放送における映像符号化、音声符号化

及び多重化方式（平成 18 年 9 月 28 日改定 2.0 版）： 

第３部 伝送信号の多重化方式 

第２章 2.1 節 

 

 

３．申立ての趣旨 

 

申立人が提出する資料の範囲において、本件特許□□□□□□□号の請求項１に係る発明

は、本件規格対象部分Ａ乃至Ｅの機能及び効用の実現に必須であるとの判定を求める。 
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４．申立ての理由 

Ａ 本件特許発明と本件規格対象部分との対比 

Ｂ 本件特許発明と本件規格対象部分との対応関係に関する申立人の主張 

Ｃ 本件特許発明によらなければ、本件規格対象部分の機能及び効用を実現することができないとする理由 

請求項１ （Ａ）本件特許発明と本件規格対象部分との対比 （Ｂ）本件特許発明と本件規格対象部分との対応関

係に関する申立人の主張（対応関係の理由の説明） 

要件 a： 

多重化信号のパ

ケット*1を含んだ１

スロット*2 をＮ個

（Ｎ：正整数）備え

ることによりフレ

ームを構成*3 し、 

 

ARIB STD-B32 デジタル放送における映像符号化、音声符号化及び多重化方式 

平成 18 年 9 月 28 日改定 2.0 版 

 

第３部 伝送信号の多重化方式 

第２章 多重化方式 

2.1 符号化信号 

符号化された映像信号、音声信号、データ信号及びメタデータ信号並びに関連情報（国

内受信者が有料放送の役務の提供を受け、またはその対価として放送事業者が料金を

徴収するために必要な情報、放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置

によらなければ受信することができないにするために必要な情報及びその他総務大臣が

別に告示する情報をいう。以下同じ。）及び放送番組に関する権利を示す情報（以下「符

号化信号」という。）は、次の各号により伝送するものとする。 

1 符号化信号は、パケットにより多重するものとする。 

2 符号化信号は、任意の長さでグループ化し、その構成は別表第1号に示すPESパケ

ット及びセクション形式によるものとする。 

3 PES パケットまたはセクション形式による情報は、別表第 2 号に示す TS パケットによ

り伝送する。 

 

 

ARIB STD-B20 衛星デジタル放送の伝送方式 

平成 13 年 5 月 31 日改定 3.0 版 

 

第２章 伝送方式 

（Ｂ）対応関係の説明： 

*1 多重化信号のパケット： 

ARIB STD-B32 

第３部 伝送信号の多重化方式 

第２章 多重化方式 

2.1 符号化信号の第１号「符号化信号は、パケットに

より多重するものとする。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*2 スロット： 

ARIB STD-B20 

第２章 伝送方式 

2.6 伝送主信号（伝送主信号の構成）「TSパケット
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2.6 伝送主信号 

（伝送主信号の構成） 

伝送主信号は、384個の主信号（TSパケットに誤り訂正外符号を付加した204バイトの信

号（以下スロットという。）の先頭1バイトを除いたものをいう。）を単位として生成される信

号であり、その構成を別表第20号に示す。 

 

 

ARIB STD-B20 衛星デジタル放送の伝送方式 

平成 13 年 5 月 31 日改定 3.0 版 

 

第２章 伝送方式 

2.6 伝送主信号 

（伝送主信号の構成） 

別表第 20 号伝送主信号の構成の注 1 の別記 1 電力拡散信号 

１スーパーフレーム（48スロットを１フレームとし、８フレームで構成されるもの）を周期と

し、各スーパーフレームの先頭の１バイトを除き、 Ⅹ15＋Ⅹ14＋１（15次M系列）により発

生する擬似乱数符号系列をスロット信号加算する。 

 

 

に誤り訂正外符号を付加した204バイトの信号（以

下スロットという。）」 

 

 

 

 

 

*3 スロットをＮ個備えることによりフレームを構成： 

ARIB STD-B20 

第２章 伝送方式 

2.6 伝送主信号（伝送主信号の構成）別表第20号

伝送主信号の構成の注１の別記１ 電力拡散信号

「48スロットを１フレームとし」 

 

 

 

 

 

対応関係の理由の説明： 

・ARIB STD-B20は伝送される信号を明示的に規定

せず、伝送される信号に関してはARIB STD-B32を

参照している。ARIB STD-B32は、第３部 伝送信号

の多重化方式 2.1符号化信号の項で、伝送される

信号について、符号化された映像信号、音声信号、

データ信号及びメタデータ信号並びに関連情報等

は、パケットにより多重される旨を記載している。さ

らに、同項には、任意の長さでグループ化され、

PESパケット及びセクション形式により構成された情

報はTSパケットにより伝送される旨が明示されてい
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る。従って、ARIB STD-B20において、TSパケットに

誤り訂正外符号を付加した204バイトの信号として

定義されるスロットは、多重化信号のパケットを含

んだスロットに他ならない。 

・ARIB STD-B20 の2.6伝送主信号（伝送主信号の

構成）別表第20号伝送主信号の構成の注１の別記

１にあるスーパーフレームの定義の中で、48スロッ

トを１フレームとすることが明記され、１スロットをＮ

個（Ｎ＝48）備えることによりフレームが構成されて

いることが示されている。 

・以上より、ARIB STD-B20 で規格化されている伝送

方式に準拠したデジタル送信装置は、本件特許の

構成要件 a をすべて具備しており、構成要件 a に関

しての対応関係を充足している。 

要件 b： 

該フレームを構成

するＮ個のスロッ

トを複数のスロッ

ト群に分割*4 し、 

 

ARIB STD-B20 衛星デジタル放送の伝送方式 

平成 13 年 5 月 31 日改定 3.0 版 

 

付属 衛星デジタル放送の運用ガイドライン 

第３章 階層変調サービスシステム運用ガイドライン 

3.1 階層変調サービスシステムの概要 

ＢＳデジタル方式は伝送方式の切り替えおよび併用が可能な方式となっており、降雨

減衰による遮断時間の軽減と大容量伝送とのトレードオフの設定ができる。例えば、変調

方式としてＴＣ８ＰＳＫを用いた場合にはキャリアあたり約52Mbpsの伝送容量を確保する

とともに一定の高サービス時間率が確保できるが、さらに高い時間率が望まれる場合の

１つの手段として階層変調サービスが有効と考えられる。 

階層変調は上記のようにＴＣ８ＰＳＫのような大容量伝送が可能な伝送方式とＱＰＳＫま

たはＢＰＳＫのように低Ｃ／Ｎにおいても受信可能な伝送方式を併用して伝送する方式で

あり、強い降雨減衰により受信機側でＴＣ８ＰＳＫの画像／音声が遮断してもＱＰＳＫ、また

はＢＰＳＫで送られた音声／画像の提示を自動的に行う。 

（Ｂ）対応関係の説明： 

*4 フレームを構成するＮ個のスロットを複数のスロッ

ト群に分割： 

ARIB STD-B20 

付属 衛星デジタル放送の運用ガイドライン 

第３章 階層変調サービスシステム運用ガイドライ

ン 

3.1 階層変調サービスシステムの概要「階層変調

は上記のようにTC8PSKのような大容量伝送が可

能な伝送方式とQPSKまたはBPSKのように低C／N

においても受信可能な伝送方式を併用して伝送す

る方式」、「階層変調サービスの運用は１キャリア内

の各事業者が独立に制御」 

3.3 伝送路符号化方式（1）「高階層および低階層に

用いる各伝送方式は第１部3．6（2.6の誤記）章別表
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ＢＳデジタル方式では、この階層変調サービスの運用は１キャリア内の各事業者が独

立に制御できる。 

 

3.3 伝送路符号化方式 

（1） 高階層および低階層に用いる各伝送方式は第１部3.6（2.6の誤記）章別表第20号別

記３に示すスロット単位で割り付けが可能 

（2） 事業者は各事業者の割り当てスロット内（契約スロット内）で低階層用の伝送方式の

追加または削除を行うことにより階層変調を制御できる。TMCCによるこれらの制御に

おいては、同一キャリアにおける他の事業者のサービスの提示に影響を与えない。 

 

 

ARIB STD-B20 衛星デジタル放送の伝送方式 

平成 13 年 5 月 31 日改定 3.0 版 

 

本編 第２章 伝送方式 

2.6 伝送主信号 

（伝送主信号の構成） 

別表第 20 号伝送主信号の構成の注３の別記３ 

 

注１ 電力拡散信号は、別記1の通りとする。 

２ インターリーブは、別記2のとおりとする。 

３ 変調方式のスロット割当は、別記3のとおりとする。 

 

別記3 変調方式のスロット割り当て 

変調方式及び内符号誤り訂正方式の符号化率に応じて下表に示すスロット数を最小単

位として割当てるものとする。 

第20号別記３に示すスロット単位で割り付けが可

能」 

ARIB STD-B20 

本編 第２章 伝送方式 

2.6伝送主信号（伝送主信号の構成）別表第20号伝

送主信号の構成の注３の別記３「変調方式及び内

符号誤り訂正方式の符号化率に応じて下表に示す

スロット数を最小単位として割当てる」 

 

 

 

 

 

対応関係の理由の説明： 

･ARIB STD-B20 付属の衛星デジタル放送の運用ガ

イドラインの 3.1 階層変調サービスシステムの概要

の項には、階層変調は TC8PSK のような大容量伝

送が可能な伝送方式と QPSK または BPSK のよう

に低 C／N においても受信可能な伝送方式を併用

して伝送する方式である旨、および、階層変調サー

ビスの運用は１キャリア内の各事業者が独立に制

御できる旨が記載されている。また、3.3 伝送路符

号化方式（1）には、高階層および低階層に用いる

各伝送方式は第１部 2.6 章別表第 20 号別記３に示

すスロット単位で割り付けが可能である旨が記載さ

れている。すなわち、階層変調は各事業者の意向

に従い、第１部 2.6 章別表第 20 号別記３の表に示さ

れる最小単位のスロット数以上のスロットからなる

スロット群ごとに、対応した３種類の位相変調のい
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ずれかを割り付けて実施される。これは、階層変調

が行われる場合には、高階層用と低階層用の伝送

方式をそれぞれ割り当てるために、フレームを構成

するＮ個のスロットが複数のスロット群（高階層用ス

ロット群と低階層用スロット群）に分割されることを

示しているに他ならない。 

・以上より、ARIB STD-B20 で規格化されている伝送

方式に準拠したデジタル送信装置は、本件特許の

構成要件 b をすべて具備しており、構成要件 b に関

しての対応関係を充足している。 

要件 c： 

誤り訂正符号化

方式および変調

方式の組み合わ

せからなる 複数

の伝送方式の中

からそれぞれ選

択された伝送方

式を前記各スロッ

ト群に割り当てて

伝送*5 するデジタ

ル送信装置であ

って、 

 

ARIB STD-B20 衛星デジタル放送の伝送方式 

平成 13 年 5 月 31 日改定 3.0 版 

 

第２章 伝送方式 

2.2 変調方式 

(位相変調の種類) 

搬送波の変調の形式は、伝送主信号に対して誤り訂正内符号化した信号については２

相位相変調、４相位相変調または８相位相変調とし、電力拡散信号を加算したTMCC信

号およびフレーム同期信号に対して誤り訂正内符号化した信号並びに電力拡散信号を

加算した位相基準バースト信号については２相位相変調とする。 

 

2.6 伝送主信号 

（伝送主信号の構成） 

別表第 20 号伝送主信号の構成の注３ 

（Ｂ）対応関係の説明： 

*5 誤り訂正符号化方式および変調方式の組み合

わせからなる複数の伝送方式の中からそれぞれ選

択された伝送方式を前記各スロット群に割り当てて

伝送： 

ARIB STD-B20 

第２章 伝送方式 

2.2 変調方式（位相変調の種類）「伝送主信号に対

して誤り訂正内符号化した信号については２相位

相変調、４相位相変調または８相位相変調とし」 

2.6 伝送主信号（伝送主信号の構成）別表第20号

伝送主信号の構成の注３「変調方式のスロット割当

は、別記３のとおりとする。」、別記３「変調方式及び

内符号誤り訂正方式の符号化率に応じて下表に示
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注１ 電力拡散信号は、別記1の通りとする。 

２ インターリーブは、別記2のとおりとする。 

３ 変調方式のスロット割当は、別記３のとおりとする。 

 

別記3 変調方式のスロット割り当て 

変調方式及び内符号誤り訂正方式の符号化率に応じて下表に示すスロット数を最小

単位として割当てるものとする。 

 

 

 

すスロット数を最小単位として割当てる」 

 

 

 

 

 

対応関係の理由の説明： 

・ARIB STD-B20 の 2.2 変調方式（位相変調の種類）

の項で、伝送主信号に対して誤り訂正内符号化し

た信号については２相位相変調、４相位相変調ま

たは８相位相変調とする旨が記載され、伝送主信

号は３種類の位相変調のいずれかで変調されるこ

とが明示されている。また、2.6 伝送主信号（伝送主

信号の構成）別表第20号伝送主信号の構成の注３

では、変調方式のスロット割当は、別記３のとおりと

するとされ、別記３には、変調方式及び内符号誤り

訂正方式の符号化率に応じて表に示すスロット数

を最小単位として割当てる旨が記載されている。こ

れは、各事業者の意向に従って、48 個のスロットが

を分割された複数のスロット群に対し、別記３の表

に示される誤り訂正符号化方式および変調方式の

組み合わせからなる複数の伝送方式の中からそれ

ぞれ選択された伝送方式を各スロット群に割り当て

ることにより階層変調伝送が行われることを示して

いるに他ならない。 

・以上より、ARIB STD-B20 で規格化されている伝送

方式に準拠したデジタル送信装置は、本件特許の

構成要件 c をすべて具備しており、構成要件 c に関

しての対応関係を充足している。 
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要件 d： 

該フレームを有す

る デ ー タ 系 列 に

対して畳み込み

符号化*6 を行った

後に、 

 

ARIB STD-B20 衛星デジタル放送の伝送方式 

平成 13 年 5 月 31 日改定 3.0 版 

 

第２章 伝送方式 

2.6 伝送主信号 

（主信号の誤り訂正） 

主信号の誤り訂正は、別表第21号に示す短縮化リードソロモン符号方式とし、伝送主信

号の誤り訂正は、同表に示すトレリス符号化方式又は畳み込み符号化方式とする。 

 

別表第21号 BSデジタル放送の誤り訂正方式 

 

(3) 誤り訂正内符号は、搬送波の変調が８相位相変調の場合は、符号化率2／3トレリス

符号化方式とし、搬送波の位相変調が４相位相変調方式の場合は、畳み込み符号化

方式及びパンクチャド符号化方式の組み合わせによるものとし、搬送波の変調が２相位

相変調の場合は、符号化率1／2の畳み込み符号方式とする。 

 

 

 

 

 

 

（Ｂ）対応関係の説明： 

*6 該フレームを有するデータ系列に対して畳み込

み符号化： 

ARIB STD-B20 

第２章 伝送方式 

2.6 伝送主信号（主信号の誤り訂正）「伝送主信号

の誤り訂正は、同表に示すトレリス符号化方式又は

畳み込み符号化方式とする」、別表第21号BSデジ

タル放送の誤り訂正方式の(3)「搬送波の位相変調

が４相位相変調方式の場合は、畳み込み符号化方

式及びパンクチャド符号化方式の組み合わせによ

る」 

 

 

 

 

対応関係の理由の説明： 

・ARIB STD-B20 の 2.6 伝送主信号（主信号の誤り

訂正）の項で、伝送主信号の誤り訂正は、別表第

21 号に示すトレリス符号化方式又は畳み込み符号

化方式とする旨が記載され、2.6 伝送主信号（主信

号の誤り訂正）別表第 21号 BS デジタル放送の誤り

訂正方式(3)で、さらに具体的に、搬送波の位相変

調が４相位相変調方式の場合は、畳み込み符号化

方式及びパンクチャド符号化方式の組み合わせに

よる旨が記載されている。構成要件 d は、パンクチ

ャリング処理の前段に行われる畳み込み符号化処

理についての要件であり、上述の ARIB STD-B20 

の記載は、伝送主信号に対して、搬送波の位相変
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調が４相位相変調方式の場合は、パンクチャド符号

化方式と組み合わせて畳み込み符号化が行われ

ることを示している。 

・ARIB STD-B20 の 2.6 伝送主信号（主信号の誤り

訂正） の別表第 21 号の(3)には、符号化率  1／2

の畳み込み符号化を行った後にパンクチャリングを

行う畳み込み符号化器の構成が記載されており、４

相位相変調方式での伝送を可能とする ARIB 

STD-B20 準拠のデジタル送信装置は、本件特許の

構成要件 d をすべて具備しており、構成要件 d に関

しての対応関係を充足している。 

要件 e： 

前記各スロットご

とにその先頭スロ

ットの開始点と一

致させてパンクチ

ャリングを開始す

る畳み込み符号

化手段*7 を具備し

たことを特徴とす

る デ ジ タ ル 送 信

装置。 

 

ARIB STD-B20 衛星デジタル放送の伝送方式 

平成 13 年 5 月 31 日改定 第 3.0 版 

 

第２章 伝送方式 

2.6 伝送主信号 

（主信号の誤り訂正） 

別表第21号BSデジタル放送の誤り訂正方式 

 

(3) 誤り訂正内符号は、搬送波の変調が８相位相変調の場合は、符号化率2／3トレリス

符号化方式とし、搬送波の位相変調が４相位相変調方式の場合は、畳み込み符号化

方式及びパンクチャド符号化方式の組み合わせによるものとし、搬送波の変調が２相位

相変調の場合は、符号化率1／2の畳み込み符号方式とする。 

 

（Ｂ）対応関係の説明： 

*7 各スロット毎にその先頭スロットの開始点と一致さ

せてパンクチャリングを開始する畳み込み符号化

手段： 

ARIB STD-B20 

第２章 伝送方式 

2.6 伝送主信号（主信号の誤り訂正）別表第 21 号

BS デジタル放送の誤り訂正方式の(3)の注５「パン

クチャド符号化の位相の関係はパンクチャドコード

の先頭位相がスロット先頭と一致するものとする。」 

 

 

 

 

対応関係の理由の説明： 

・ARIB STD-B20 の 2.6 伝送主信号（主信号の誤り

訂正） の別表第 21 号の(3)の注４には、パンクチャ

ド符号詳細として入力信号列 C0，C1 がパンクチャ
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注１ Ｄは1ビット遅延素子を表す。 

２ ○＋は排他的論理和の演算素子を表す。 

３ 伝送主信号または電力拡散されたTMCC信号は、８相位相変調の場合、最上位ビッ

トから順にB1、B0に割当てられ、４相位相変調および２相位相変調の場合は、最上

位ビットから順にB0に割当てられる。２相位相変調については内符号化後にC0、C1

の順に送出する。 

４ パンクチャド符号の詳細は下表の通りとする。 

 

パンクチャド符号詳細 

(入力信号列C0，C1がパンクチャドパターンによりP1，P0になる) 

 

５ パンクチャド符号化の位相の関係はパンクチャドコードの先頭位相がスロット先頭と

一致するものとする。 

ドパターンにより P1，P0 になることが記載されてい

る。これは、搬送波の位相変調が４相位相変調方

式の場合は、符号化率 1／2 の畳み込み符号化器

の出力をパンクチャド符号詳細に示される表に基づ

いてパンクチャド符号処理して、ARIB STD-B20 の 

2.6 の別表第 20 号の別記３に示される４相位相変

調方式と内符号誤り訂正方式の符号化率の組み

合わせが実現されることを示している。このパンク

チャド符号詳細のパンクチャドパターンは、縦の点

線で分割されたパターンで繰り返されている。 

・ARIB STD-B20 の 2.6 伝送主信号（主信号の誤り

訂正） の別表第 21 号の(3)の注５には、パンクチャ

ド符号化の位相の関係はパンクチャドコードの先頭

位相がスロット先頭と一致する旨が記載されてい

る。これは、上述したパンクチャドパターンの繰り返

しの開始点を、各スロットごとにその先頭スロットの

開始点と一致させてパンクチャリングを行うことを示

していることに他ならない。 

・以上より、４相位相変調方式での伝送を可能とする

ARIB STD-B20 準拠のデジタル送信装置は、本件

特許の構成要件 e をすべて具備しており、構成要

件 e に関しての対応関係を充足している。 
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（Ｃ）本件特許発明によらなければ、本件規格対象部分の機能及び効用を実現することができないとす

る理由： 

 

ARIB STD-B20「衛星デジタル放送の伝送方式」標準規格は、複数の変調方式を同一搬送波で伝送

できる規格となっており、搬送波の位相変調が４相位相変調方式の場合には、畳み込み符号化方式と

パンクチャド符号化方式の組み合わせによることが規定され、さらにパンクチャド符号化の位相の関係

はパンクチャドコードの先頭位相がスロット先頭と一致するように決められている。 

 本件特許発明の個々の構成要件について ARIB STD-B20 標準規格との対比および対応関係の理由

を詳述したとおり、本件特許□□□□□□□号の請求項１に係る発明の送信装置は、スロット群ごとに

異なる変調方式を割り当てて伝送するに際して畳み込み符号化後に先頭スロットの開始点に一致させ

てパンクチャリングする構成となっており、本件特許発明は、本件規格対象部分Ａ乃至Ｅの機能及び効

用の実現に必須である。 

 

 

 

５．添付資料 

（１）添付資料説明書            正本１通、写し２通 

（２）特許公報       正本１通、写し２通 

（３）特許登録原簿謄本      正本１通、写し２通 

（４）包袋一式       写し３部 

（５）規格書（本件規格対象部分に該当する項目の全頁、表紙及び目次） 写し３部  

（６）申立人の代表者の資格を証する書面      正本１通 

（７）宣誓及び同意書      正本１通 

 

 

以上  
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